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（別記様式１） 
                                                                                                 
 

特定間伐等促進計画 
 
 

山梨県 大月市  
令和３年９月  

   
１ 特定間伐等促進計画の目標 

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第４条第１項の規定により定められた県の基本方針によると、令和３年度から令和 12 年度まで
の 10年間の特定間伐等の実施の促進の目標として、68,000ｈａ（年平均 6,800ｈａ）の間伐の実施を掲げている。 
県の基本方針や本市の間伐の実施状況を勘案して、令和３年度から令和 12年度までの 10年間で４，７３０ｈａ（年平均４７３ｈａ）の間伐を

行うことを、本大月市特定間伐等促進計画の目標とする。また、主伐後の確実な再造林を中心とした造林の実施を促進する。 
 
 
 
２ 特定間伐等促進計画の区域 

県の基本方針に定められた、特定間伐等の実施を促進するための措置を講ずべき区域の基準に従い、本市の特定間伐等促進計画の区域の範囲を
別図のとおりとする。 
注１）国土地理院１／25000地勢図相当又は１／5000森林基本図の図面に図示する。 
注２）特定間伐等促進計画の区域としては、特定間伐等の事業を実施する区域だけではなく、基本方針において示された考え方に即して、特定間

伐等を実施することが適当と認められる区域を幅広く設定することとし、地形図等を用いて当該区域の概略を示す。 
この際、人工林を厳密に拾う必要はなく、介在的な天然林を含め、間伐及び造林が必要な範囲について面的に区域を設定する。 

 



  

３ 特定間伐等の実施計画 
(1) 間伐 
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※ 枚数が多くなる場合は、別紙としても可。以下の（2）～(6)も同じ。 
※ 間伐と一体的に実施する他の作業種については、備考欄に記載する。 

 

別紙のとおり 



  

(2) 造林 
 事 

業 
実 
施 
主 
体 

事 
業 
実 
施 
年 
度 

所在場所 造林の内容 対 
図 
番 
号 
又 
は 
林 
小 
班 
名 

交 
付 
金 
希 
望 

備 
 
 
 
考 

 
都 
道 
府 
県 

市 
町 
村 

）  
郡 

（  

字 

）  
大 
字 

（  
又 
は 
林 
班 

地 
番 
又 
は 
林 
小 
班 

造 
林 
面 
積 

うち人工造林 うち天然更新 
植 
栽 
面 
積 

植 
栽 
時 
期 

植 
栽 
樹 
種 

植 
栽 
本 
数 

天 
然 
更 
新 
面 
積 

天 
然 
更 
新 
時 
期 

天 
然 
更 
新 
樹 
種 

                 

 

      ※ 人工播種による人工造林の場合は、人工播種による面積、時期、樹種、本数を備考欄に記載する。 
※ 天然更新による造林において、天然更新補助作業がある場合は、補助作業の内容を備考欄に記載する。 
※ 造林後に実施する下刈りについては、下刈りの面積を備考欄に記載する。また、既に植栽済みの箇所において下刈りを実施する場合は、
事業実施年度、所在場所、造林の内容（植栽時期を除く。）及び対図番号又は林小班名の欄に当該植栽に係る該当事項を括弧書きで記載す
る。                                                           

 

該当なし 



  

(3) その他間伐及び造林に関する事項 
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     ※ 普及活動等ソフト的取組に関する事項を記載。 
 
 
 
 
  (4) 作業路網 
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(5) その他施設  
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      ※ 土場、植栽時に設置するシカ防止ネット等の施設の設置等を記載する。  
 
 
 
                                                                                                          

(6) 事業実施箇所                                                
 
    

 

 

 

（国土地理院１／ 25000 地勢図相当の図面又は 1／ 5000 森林基本図に図示）               

・特定間伐等促進計画の区域を図示した上で事業実施箇所を図示 
・対図番号又は林小班名を表示 

                                                                   

別紙のとおり 



  

４ 森林経営計画等に基づく森林施業、森林施業の共同化等の推進 
(1) 森林経営計画の作成及びこれに基づく間伐等の森林施業の推進並びに提案型施業の実施の推進に関すること。       

県林務環境事務所と連携し、森林所有者と林業事業体等の森林経営委託の推進を図り、森林経営計画の策定に向けた基盤づくりに努めると 
ともに、事業の実施にあたっては、森林所有者へ収支や契約内容を明示する提案型施業を推進するよう事業体を指導する。 

 
(2) 施業の集約化に必要な森林情報の収集、境界の確認、森林所有者等の合意形成等の活動の推進に関すること。       

   間伐等の必要な森林について情報収集を行うとともに、広報等により森林所有者への施業の喚起を促すとともに、地域の自治会等を通じ、 
境界の確認や集約化への合意形成を推進する。 

 
５ 路網の整備の推進、間伐等の効率化・低コスト化の推進       

(1) 路網の整備の推進に関すること。   
林業事業体等と連携し、県造林補助事業等を活用した路網整備を進める。 

     
(2) 高性能林業機械等を活用した低コストで高効率な作業システムの整備、普及及び定着に関すること。 

路網整備を進めることにより、計画地域において高性能林業機械の運用可能区域を拡大し、地域における間伐等の効率化・低コスト化を 
推進する。 

      
(3) コンテナ苗の活用等による造林・保育の低コスト化の推進に関すること。 

県内における造林、保育の低コスト化技術導入の動向を注視し、伐採と造林の一貫作業やコンテナ苗の活用に係る情報提供等によりコスト 
の削減を事業体に働きかける。 

 
６ 間伐材の利用の推進       

(1) 間伐材の供給及び利用に携わる関係者間の合意形成の構築の推進に関すること。            
間伐材の利用推進を図るため、公共施設等での間伐材の積極的な利用を推進するとともに、林業事業体、素材生産業者、製材業者等と 

連携し、民間施設等での利用の喚起を促していく。 
 

(2) 長期的な木材需給に係る協定の締結等による間伐材の安定供給体制の構築の推進に関すること。 
林業事業体、素材生産事業者と連携し、管内の森林から間伐材の安定的な供給体制が構築されるよう努める。 

 
７ 人材の育成・確保等 

(1) 間伐や路網作設等を適切に行える現場技能者等及び林業事業体の育成確保に関すること。 
管内の林業事業体と連携し、人材の確保に努めるとともに、県森林総合研究所の研修を通じ、間伐や路網作設等の技術の向上が図られる 

よう努める。 
 
 (2) 林業事業体に対する経営手法・技術の普及指導等に関すること。 

県の林業普及指導員と協働し、管内林業事業体の経営・技術の改善を推進する。 
 


